
 

※御来場には公共交通機関を御利用ください。

令和４年度第６回企業向け人権啓発講座 
（中小企業庁委託事業） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

講師 三輪 敦子 氏  

一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター 所長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
〔第 2 部〕 ハラスメント防止について 講師：京都労働局担当官 

 

令和５年１月１７日(火) 
   午後 1 時 30 分～午後 4 時（受付開始 午後 1 時） 

       

      京都経済センター ６階 ６-Ｃ会議室 
     （京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 78）  

※オンライン併用 
 

 京都市内に事業所がある企業等の経営者、 
 総務・人事責任者、人権研修推進者等 

  

無料 
 

右の二次元コード又は専用のアドレスからお申込みください。 

【https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=6169】 
裏面の申込書によりＦＡＸでもお申込みいただけます。 

 
 

 

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、開催方法の変更等をする場合があります。 

 

 
 

 

会 場 

申 込 方 法 

日 時 
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申 込 期 限 

 

「ずっと働きたい」「ずっと働ける」京都にする
〜ダイバーシティ経営の観点から〜 

京都市では、京都企業のダイバーシ

ティ経営の推進を支援しています。多様

な人材が能力を最大限発揮できる会社づ

くりの参考に、ぜひ御参加ください。 

令和５年１月１１日(水)【会場/先着 50 名、オンライン/先着 100 名】 

【内容についてのお問合せ】（平日の午前８時４５分～午後５時３０分） 
京都市産業観光局産業企画室     【電話】（075）222-3756【FAX】（075）222-3331 

【申込みについてのお問合せ】（平日の午前８時４５分～午後５時３０分） 
 京都市文化市民局共生社会推進室（人権文化推進担当）【電話】（075）222-3096 【FAX】（075）366-0139 
【ホームページ】「京都市情報館」（ https://www.city.kyoto.lg.jp/ 又は「京都市情報館」で検索）トップページから、 

画面上部「暮らしの情報」→画面左下部「人権▶企業啓発」→「企業向け人権啓発講座」を御覧ください。 

企業の持続的な発展には、従業員が「働き

たい」「自分の可能性を伸ばせる」「働きやす

い」「なんでも話せる」と思える雇用環境や

文化が不可欠です。そのためには多様な人材

が力を発揮できるダイバーシティ経営が重

要になりますし、それが企業の魅力向上につ

ながります。 

そのためにはどんな変革が必要か、世界の

変化にも学びつつ、一緒に考えましょう。 

【講師プロフィール】 

日本赤十字社外事部、国連女性開発基金（現

UN Women）アジア太平洋地域バンコク事

務所、（公財）世界人権問題研究センター等に

おいて、ジェンダー、人権、開発、人道支援

分野の様々なプログラムの実施支援や調査・

研究に携わってきた。2017 年より（一財）

アジア・太平洋人権情報センター（ヒューラ

イツ大阪）所長。（一社）SDGs 市民社会ネッ

トワーク共同代表理事。SDGs 推進円卓会議

構成員。関西学院大学 SGU 招聘客員教授。 

参加費 

 

京都の企業の

魅力を高める 

https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=6169
https://www.city.kyoto.lg.jp/

